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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 

中期目標 

「知・徳・体」一体の全人教育の理念のもとで、専門・教養教育をはじめ、主体性や協働性を育むＥＱ教育、キャリア教育を融合した総合的な学びを提供

するとともに、Society5.0やグローバル社会に向けた、新たな社会に求められる人材育成のために、情報教育や英語教育の強化を図る。そのために、学生

の学修成果目標となる学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）とその達成のための教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を具体化・明

確化する。また、教育全体の質保証を図るほか、地域に貢献できる高度な人材育成を進める。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容に関する目標を達成するための措置 

１ 

「知・徳・体」一体の全人教育の理

念の下で、主体性や協働性を育むＥ

Ｑ教育をより深化するとともに、卒

業後も成長し続けられるような総合

的な学びとしての教育プログラムを

構築する。具体的には、英語力、情

報活用力、課題解決力、実践力を身

に付けられるような教育プログラム

を提供する。これにより、変革の世

界においても、広い視野と豊かな教

養を有し、地域、世界の成長を牽引

できる総合的人間力を備えた人材を

育成する。 

令和４年度中に周南公立大学卒業生と

して備えておくべき主体性、協調性、

英語力、情報活用力、課題解決力、実

践力を定義し、令和５年度に向けて教

育プログラムを策定する。それと連動

し、令和４年度中にＥＱプログラム全

体も見直す。具体的には、デザインシ

ンキング、システムシンキングなどの

要素を取り込み、体系化し、新プログ

ラムとして令和５年度より開始する。 

周南公立大学卒業生として備えておく

べき力（主体性、協調性、英語力、情

報活用力、課題解決力、実践力）を定

義し、教育プログラムを策定した。Ｅ

Ｑプログラムの見直し作業に基づき、

ＥＱプログラムの全体像をまとめ、デ

ザインシンキング、システムシンキン

グの手法を取り入れた新たなＥＱプロ

グラムとして、「ワークショップデザ

インⅠ」を開講した。 

３ 

 

 

２ 

令和３年度に「数理・データサイエ

ンス・ＡＩ教育プログラム（リテラ

シーレベル）」に文部科学省から認

定された「徳山大学 数理・データ

サイエンス・ＡＩ教育プログラム」

をベースとした情報リテラシー教育

を令和４年度から全学共通科目とし

て実施する。また、令和５年度まで

に、同プログラム応用基礎レベルを

確定し、情報科学部での専門教育の

基盤とするとともに、認定制度にも

応募する。さらに、令和１０年度の

情報科学部大学院研究科の設置申請

に向けて、地域の課題解決型ＡＩ人

材を目指すためのエキスパート育成

プログラムを開発する。 

総合教育センターと情報系教員を中心

に、周南公立大学数理・データサイエ

ンス・ＡＩ教育プログラム（リテラシ

ーレベル）をベースとした全学共通教

育を行う。教育内容の成果を検証し見

直すＰＤＣＡサイクルを開始する。令

和５年度に応用基礎レベルの認定を受

けるべくプログラムを整備する。 

総合教育センターと情報系教員を中心

に、周南公立大学数理・データサイエ

ンス・ＡＩ教育プログラム（リテラシ

ーレベル）をベースとした全学共通教

育を実施するとともに、教育内容の成

果を検証し見直すためのＰＤＣＡサイ

クルを開始した。 

令和５年度に認定を受ける計画であっ

た周南公立大学数理・データサイエン

ス・ＡＩ応用教育プログラム（応用基

礎レベル）については、計画を１年前

倒しし、当該年度中に認定を受けるこ

とができた。 

５ 
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３ 

グローバル化社会において、求めら

れるコミュニケーション能力やプレ

ゼンテーション能力を習得するため

に、在学４年間を通して実践的な英

語力を向上させるためのカリキュラ

ムを強化拡充する。英語力習得の指

標としてＴＯＥＩＣを活用する。 

１年次にＴＯＥＩＣを全員に受験さ

せ、在学４年間の英語能力向上のため

の指導計画を作成する。年度中に複数

回受験させることによって初年次英語

教育の成果を測り、結果を検証するこ

とによって令和５年度シラバスを作成

する。また入学時に必要となる英語能

力のベースラインを設定し、令和５年

度入学者向けの入学前教育の整備を行

う。 

初年次での共通英語教育に引き続き、

専門教育課程の中で実践的な英語力を

向上させるために、新学部新学科のカ

リキュラムに英語で行う専門科目の設

定を検討する。 

 

１年生全員を対象に、合計３回のＴＯ

ＥＩＣテストを受験させ、在学４年間

の英語能力向上のための指導計画を作

成した。 

年度中に複数回受験させることによっ

て初年次英語教育の成果を測り、それ

らを検証した結果をもとに、「入学時

に必要となる英語能力のベースライン

を設定し、令和５年度入学者向けの入

学前教育の整備を行う」との令和５年

度シラバスを作成した。 

初年次での共通英語教育に引き続き、

専門教育課程の中で実践的な英語力を

向上させるために、新学部学科のカリ

キュラムに英語で行う専門科目の設定

を検討した。その結果、現状では英語

で行う科目の開講は難しいと判断した

が、新学部学科の完成年度に向けた専

門科目の設定について検討を続けるこ

ととした。 

 

３ 

 

 

４ 

ディプロマ・ポリシーに基づく教育

の質保証とカリキュラム・ポリシー

に沿った教育の提供のために、令和

４年度中にカリキュラムマップとシ

ラバスナンバリングによるカリキュ

ラムの構造化を行う。また、学生が

卒業までに修得すべき能力の到達度

測定の方針(アセスメント・ポリシ

ー)を明確化する。到達度測定に

は、すでに確立している授業支援シ

ステムのWEB Classの活用、ＧＰ

Ａ、外部指標結果（ＰＲＯＧテス

ト、ＴＯＥＩＣなど）などを活用す

る。 

 

現行体制と新学部新学科設置後のカリ

キュラムマップとシラバスナンバリン

グを令和４年度中に完成する。カリキ

ュラムマップをＨＰ上に公開する。ア

セスメント・ポリシーの検討を行う。 

令和４年度中に授業支援システムの機

能を拡充させ、ＧＰＡ・ＰＲＯＧテス

ト・ＴＯＥＩＣの成績推移を学生が随

時確認できるようシステム改編を行

い、学修成果の見える化を推進する。 

現行体制及び新学部学科設置後のカリ

キュラムマップ及び科目ナンバリング

を年度内に完成し、現行体制のカリキ

ュラムマップをホームページに公開し

た。また、アセスメント・ポリシーを

策定した。 

授業支援システムの機能拡充について

は、新規システムの導入が必要である

と判断し、導入のためのシステム要件

を決定した。学修成果の見える化の推

進については、新規授業支援システム

の導入に加えて、９月に学生によるオ

ンライン授業評価の分析とフィードバ

ックを行うＦＤ・ＳＤ研修を実施し

た。 

 

３ 
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５ 

ディプロマ・ポリシーに示す学生の

能力修得状況を、それと連動した成

績評価基準によって評価し、新学部

学科の完成年度後に向けたカリキュ

ラムや教育手法の改善に活用する。

このために学部学科ごとにディプロ

マ・ポリシーとカリキュラムとの関

係性対応表を作成し、学習到達評価

のための枠組みとする。これに関わ

る授業ごとの「学習到達目標」は、

ディプロマ・ポリシー達成のための

妥当性の観点から検証する。学習成

果測定にあたっては、期末の試験や

レポートなどによる定量的な評価の

みならず、ルーブリックに基づいた

学生の成長に対する多面的な測定を

行い、教育の質保証を図る。 

 

新学部新学科設置に向け各コースのデ

ィプロマ・ポリシーとカリキュラムと

の関係性対応表を完成する。現行学部

の授業ごとの学習到達目標をディプロ

マ・ポリシー達成のための妥当性の観

点から検証する。学習効果測定のため

の測定手法（定性的なルーブリックな

ど）を開発する。第３四半期にはこれ

らの内容を教育職員に浸透させるため

のＦＤ研修を行う。 

新学部学科設置に向けて、現行学部の

授業ごとの学習到達目標をディプロ

マ・ポリシー達成のための妥当性の観

点から検討し、新学部学科における各

コースのディプロマ・ポリシーとカリ

キュラムとの関係性対応表を完成させ

た。 

学習効果測定のための測定手法の開発

については、レポートや表現活動を定

性的に評価する汎用ルーブリックとそ

の活用マニュアルを作成した。 

また、２月にルーブリックを活用した

授業内評価を周知・推進するためのＦ

Ｄ研修を実施した。 

３ 

 

 

６ 

地域の課題解決や価値創造に貢献で

きる人材を育成するために、ＣＢＬ

（Community Based Learning）を強

化・拡充する。具体的には地域ゼミ

での専門性の強化、専門ゼミでのＰ

ＢＬ（Project Based Learning）の

積極的推進、全学生が参加する地域

共創型インターンシップ（アーリー

エクスポージャー型インターンシッ

プ、ジョブ型インターンシップ）、

サービスラーニング、業界別地域キ

ャリア教育などを実施する。 

 

令和３年度より開始したアーリーエク

スポージャー型インターンシップを強

化するとともに、ジョブ型インターン

シップなど多様なＣＢＬの提供に向

け、上半期中に山口県東部地域を中心

に、連携先を強化・拡充する。 

業界別地域キャリア教育の精緻化を推

進するため、産学連携を活用し、より

地域企業と密接したアドバイザー制度

を確立する。 

アーリーエクスポージャー型インター

ンシップの受け入れ先を令和３年度の

３２社から、今年度では６２社に拡大

した。 

また、中長期のジョブ型インターンシ

ップについても令和５年度からの実施

に向けて受け入れ先を拡大するととも

に、有償型インターンシップについて

も、準備を進めた。 

学生への業界別キャリア支援の充実に

ついては、インターンシップ受け入れ

先である周南公立大学パートナー企業

のうち、主だった企業に、事業活動や

地域のこと等について、学生へのアド

バイスが得られる体制を構築した。 

 

３ 
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中期目標 
学部・学科の新設及び改編を見据えた優秀な教員の確保や適正な教員配置を行うとともに、客観的な人事評価制度を確立する。また、幅広い教養を身につ

けた人材育成を行うための教育実施体制を整備する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

７ 

令和６年度の経済経営学部、情報科

学部、人間健康科学部設置に向け

て、優秀な教員を確保するために、

研究業績、教育実績を重視した採用

活動を計画的に展開し、令和９年度

までに教員数100名とする。また、

教員の学問分野の特性に応じた柔軟

な働き方を整備する。 

 

９月までに新学部学科のための採用予

定教員の選抜を終える。総合教育のた

めの人事計画を策定し人事を開始す

る。 

教員の学問分野の特性に応じた柔軟な

働き方に対応する制度（裁量労働制、

変形労働制）の適正な運用を図る。 

新学部学科及び総合教育センターに所

属する専任教員の人事計画を策定し、

１２月理事会において承認された。ま

た、本計画に基づいた採用活動を実施

し、選抜を終えた。 

教員の学問分野の特性に応じた柔軟な

働き方に対応する制度である裁量労働

制及び変形労働時間制を適正に運用し

た。 

３ 

 

 

８ 

適正な教員配置と客観的な人事評価

制度の確立のため、毎期末に授業評

価アンケートを実施し、教員の教育

力を定量的に評価、公開する。ま

た、研究業績・教育実績の両面につ

いて、ＫＧＩ、ＫＰＩを令和４年度

中に取り入れ、年度毎に到達度を測

定する。再任用・昇格審査における

指標としてもこれを活用する。 

 

教員の研究、教育、地域貢献、業務運

営に関わるあらゆる指標を収集する。 

大学のミッションと中期目標にあわせ

たＫＧＩを設定する。ＫＧＩに適した

指標をＫＰＩに組み入れ測定を開始す

る。ＫＰＩをもとに教員の任用・昇格

等の基準を策定する 。 

大学のビジョンと中期目標をＫＧＩと

し、教員の教育、研究、社会貢献、大

学運営に関するＫＰＩを設定し、教員

評価を試行した。また、教員の任用・

昇格等の基準については、試行の結果

を踏まえて検討を行うこととした。 

なお、前期及び後期終了時に学生によ

る授業評価アンケートも実施し、結果

を総合教育センター高等教育開発ユニ

ットで分析した。 

 

３ 

 

 

９ 

幅広い教養を身につけた人材育成の

ために、全学的な教育プログラムの

見直しを行い、学際的で全学共通と

なる総合科目カリキュラムについて

は年度毎に更新を行う。また、学部

を横断的に履修できる科目を令和９

年度までに系統的に整備し、専門性

のみならず、学際的な教養を修得で

きる総合教育課程を構築する。ま

た、これを可能にするクオーター制

を新学部学科のカリキュラム編成時

期に合わせて導入する。 

令和４年度より開始する新しい共通教

育プログラムの見直しと、令和６年度

の新学部新学科設置に向け た学部・学

科 横断科目の開発を、教学マネジメン

ト推進室を中心に各新学部新学科準備

室と調整をしながら進める。 

総合教育センターのカリキュラム開発

ユニットと新学部学科全体準備会議で

の調整を経て、令和４年度より開始す

る新しい共通教育プログラムの見直し

を行い、新学部学科設置に向けたWell-

being系科目を含む、学部学科横断科目

を策定した。 
３ 
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10 

令和６年度までに全教室のＷｉ－Ｆ

ｉ環境やハイフレックス授業対応教

室を整備する。また、科目の特性に

より対面・オンライン・オンデマン

ド・ハイフレックス等の多様な方式

で教育を提供することにより本学学

生の学習効率を高める。 

全教室のＷｉ－Ｆｉ環境を調査し、設

置計画を立て、順次設置を進める。令

和４年度は、複数教室で同時にオンラ

イン・ハイフレックス方式の授業に対

応する為の設備と利用マニュアルを整

備する。また、学習効率の向上を図る

ために設備利用に関するＦＤ・ＳＤ研

修を実施する。多様な方式での教育提

供について学生にガイダンスなどで周

知するとともに、ピアサポートセンタ

ーに受講・設備利用方法に関する学生

相談窓口を設置する。 

 

全教室のＷｉ－Ｆｉ環境を調査した結

果、５月にアクセスポイントを増設

し、現体制での設置は完了した。加え

て、今後の学生数増を見込んで、１２

月～３月にネットワーク調査を行っ

た。 

オンライン・ハイフレックス方式の授

業については、全教室で対応可能であ

り、設備利用マニュアルも整備した。

設備利用に関する研修は新任教員に対

し４月に実施した。 

多様な方式での教育提供については、

ガイダンスのほか学生便覧等で学生に

周知するとともに、ピアサポートセン

ターに学生スタッフを常駐し、利用方

法の相談等に応じた。 

 

３ 

 

 

 

中期目標 

入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づいて、能力・意欲・適性を総合的に評価する入学試験を実施し、社会人や留学生など多様な学生の

受入れを推進する。 

また、学生が主体的に学び、課題発見・解決する能力の向上を教職協働により支援するほか、留学生を含めた多様な学生が安心安全な学生生活を送ること

ができるよう、経済的支援、生活相談、メンタルサポートを含めた健康管理、地域と連携した進路支援の強化を図る。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

(３)学生の受入れと支援に関する目標を達成するための措置 

11 

令和３年度に策定した本学のアドミ

ッション・ポリシーに基づき、グロ

ーバルな視野をもって地域を見つ

め、地域の持続的な発展に貢献しよ

うとする学生を受け入れるために、

高大接続を踏まえた、個別選抜入試

を開発する。 

 

令和６年度入試に向けて、周南圏域の

高等学校に新学部新学科の特性に合わ

せた高大接続入試プログラムを令和４

年度中に開発し、令和６年度入試から

実施する 。 

周南圏域の高等学校への訪問・協議を

通して、地域推薦制度の活用など高大

接続プログラムの開発に取り組んだ。

特に、令和６年度に開設する新学部学

科の特性に合わせたプログラムについ

ても、設置認可申請の進捗に合わせて

その開発を進めた。 

３ 

 

 

12 

令和６年度からの新学部、新学科の

入学者の受け入れにおいても、ディ

プロマ・ポリシー、カリキュラム・

ポリシーと連動させ、それぞれの学

部学科のアドミッション・ポリシー

新学部新学科のディプロマ・ポリシ

ー、カリキュラム・ポリシーにあわせ

たアドミッション・ポリシーを上半期

中に策定し、選抜方式を学科ごとに設

定する。また、新学部新学科の学び、

新学部学科のアドミッション・ポリシ

ーは、ディプロマ・ポリシー及びカリ

キュラム・ポリシーに連動させて策定

し、選抜方式を設定した。 

また、新学部新学科の学び、入試方

３ 
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を令和４年度中に決定する。このポ

リシーに基づいて、学科ごとの選抜

方式を設定する。 

入試方式、取得できる資格等を周知す

るために、説明会を実施しポリシーに

基づき、令和６年度入試における学生

募集へとつなげる。 

 

式 、取得できる資格等については、オ

ープンキャンパスでの説明会を皮切り

に、随時、高校２年生以下を対象とし

た進学相談会等を行うなど、広く周知

を行った。 

 

13 

多様な学生を受け入れるために、留

学生や社会人を対象とした特別入試

を実施する。 

留学生の受け入れによるキャンパスの

ダイバーシティを実現するため、国内

外の高等学校や日本語学校などとの連

携・接続を強化し、指定校推薦入試や

接続入試などの入試方法について検討

する。 

履修証明プログラムに代表されるリカ

レント教育での社会人層の受け入れ推

進のため、社会人選抜においても多様

な選抜方法を検討し、令和５年度より

実施する。 

 

留学生の受入れについて、訪問により

直接本学の教育内容及び入試制度の説

明を行い、高等学校及び日本語学校と

の連携・強化に努めた。 

また、新学部学科での外国人留学生選

抜の入試方法を検討した。社会人層の

受入れ推進に向けては、社会人選抜に

おける内容及び出題方法を検討し、特

別選抜入試を実施した。 

３ 

 

 

14 

各選抜方法の成果と課題の確認は、

入学者の追跡調査により毎年度実施

する。課題を検証し、教育課程や入

学選抜方法を改善する。 

選抜区分ごとの入学者について入学後

の調査（ＰＲＯＧテスト等）と関連づ

け、上半期中に前年度入試における各

選抜方法の妥当性を検証し、次年度以

降の選抜方法を決定する。 

 

公立化による入試制度の一年目にあた

り、選抜区分ごとに関連付けた入学時

の学力データを収集・分析して選抜方

法の妥当性を検証し、受験者の意欲や

熱意を測り考えさせる形式の出題方法

や問題作成に改めるなど、次年度の選

抜方法を決定した。 

入学後の学力に関しては、英語(ＴＯＥ

ＩＣを利用)を基準として追跡調査を行

うとともに、学修成果・教育成果の把

握し、可視化する新たな学習管理シス

テム(ＬＭＳ)を令和６年度に導入し、

就職後までフォローする学修者本位の

教育を進めることとした。 

 

３ 

 

 

15 

学生自らが目標を定め、その目標に

向かって活動できるように、学生自

治組織の再編を支援する。また、学

生自治組織と大学の意見交換会を毎

年実施するとともに、年度ごとに行

う監査体制を確立する。 

公立大学としてふさわしい学生会など

の自治組織の再編成を支援し、監査な

どの体制を整備する。 

前年度会計と各学生組織の活動の分析

を４月中に実施し、そのデータを基に

上半期に学生会との協議を実施する。 

 

学生会が自主的に活動するとともに、

監査体制を備える等、公立大学として

ふさわしい自治組織のあり方について

教職員がアドバイスした結果、学生総

会で学生会会則を改正し、組織体制の

見直し及び監査体制の構築を行った。 

また、学生会の前年度の会計と活動の

分析を踏まえ、２月に、学生会執行部

３ 
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と学長をはじめとする教職員の代表が

会する協議会を開催し、学生会からの

学習環境の改善に向けた要望について

意見交換を行った。 

 

16 

学生生活を充実させるための経済的

支援として、学業成績優秀者への授

業料減免制度の検討を令和４年度中

に行い、令和５年度から実施する。 

「授業料減免制度」の制度設計と予算

措置の検討を上半期中に行う。在学生

への周知を下半期に行い、令和５年度

より実施する。 

 

周南公立大学奨学生規程を制定し、学

業成績優秀奨学生、生活支援奨学生及

び海外留学奨学生制度を設け、令和５

年度より運用することとし、在学生に

もガイダンス等で周知した。 

 

３ 

 

 

17 

学生のメンタルサポートを強化する

ために、臨床心理士の相談機会を増

やす。修学や学生生活に対する対応

は、教職員で組織するアドバイザー

チームで実施する。また、学生との

対応スキル向上の為に教職員の研修

を実施する。留学生に対しては、学

外機関との連携により多様な相談体

制を構築し、日本での生活を不安な

く過ごすためのサポート体制を強化

する。これらの対応により、中退率

を公立大学の平均値以下とする。 

 

臨床心理士によるカウンセリングを現

行の月１回実施から、月２回実施へと

増やし相談体制の強化を図る。また、

アドバイザー教職員対象の研修を半期

ごとに実施し、学生支援体制の質の向

上を図る。留学生の支援体制について

は、学外機関との連携を深めサポート

体制の構築を図る。 

本学では従来学生アドバイスを教職協

働で行っており、学務課をはじめとし

た学生支援を専門とする部門の職員に

よる長期欠席者に対するスクリーニン

グと、クラス形式のゼミ科目の担当教

員による顔と名前の一致した指導が功

を奏している。また、臨床心理士によ

るカウンセリング（月２回）の設定

や、臨床心理士や公認心理師・社会福

祉士の専門家を招いたＦＤ・ＳＤ研修

の実施をとおして学生支援体制を強化

した。 

また、山口県国際交流協会の「やまぐ

ち外国人総合相談センター」と連携し

て、生活様式や文化が異なる留学生を

支援するとともに、欠席率の高い留学

生には面談等の機会を設けるサポート

体制を継続した。 

こうした学生支援体制の更なる強化に

よって、令和４年度における本学学生

の中退・除籍率は２．０％となり、大

幅な改善となった。 

 

４ 

 

 

18 

学生が進路の可能性を広げられるよ

うに地域の企業やアントレプレナー

などとの交流機会を増やす。その成

果として、令和９年度までに実就職

率を90%以上とするほか、大学院へ

の進学、アントレプレナーなど新た

な進路先についても支援体制を構築

地域企業との交流機会を、周南創生コ

ンソーシアムを通じて用意し、地域企

業との関係深化を進める。またインタ

ーンシッププログラムの検討と改善を

行い、早期の地域定着意識につなげ

る。進路に対する意識向上のため、１

年次から進路ガイダンス等を開催する

周南創生コンソーシアムを通じて構築

した「地域共創型インターンシップ」

受け入れ企業である周南公立大学パー

トナー企業が参加する学内合同企業説

明会を３月に開催した。 

また、インターンシッププログラムの

改善については、学生の企業理解が不

３ 
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する。 とともに、業界別キャリアアドバイザ

ープログラム担当教職員等が、それぞ

れの専門性を生かして進路選択を支援

する。アントレプレナーとして、地域

活性化に関わっている起業家の講演を

実施するなど多様な進路選択を早期に

示す。 

 

足しているという指摘を受けたため、

受入企業のＰＲ動画を作成し、学生に

インターンシップ参加前に視聴させる

こととした。 

キャリア形成に対する意識向上に向け

た取り組みについては、キャリア形成

講座を１月に１～３年生を対象に開催

したが、令和５年度以降に、さらに学

生が参加しやすい状況を作ることとし

ている。 

また、令和４年度から内容を新たに開

講している「アントレプレナー実践」

と合わせ、多様な進路選択を学生に示

すため、アントレプレナーシップの醸

成に関わる講演会を１１月に実施し

た。これらの取組の成果として２件の

起業があった。 

 

19 

卒業時に４年間の学びや活動支援に

対する満足度調査を実施し、入学か

ら卒業に至るまでの学生満足度を

85％以上にする。 

令和３年度に実施したアンケートを基

に大学における学びや活動支援、施設

設備等に対する満足度を分析し、問題

点を抽出する。令和４年度 上半期にお

いてのＦＤ・ＳＤ研修において分析結

果を教職員に周知し、不満足領域を改

善し、学生満足度を向上させる 。 

 

令和３年度卒業生に実施したアンケー

トは、低い回答率に留まり、また大学

における学びや活動支援、施設設備等

に対する満足度を分析するに十分な設

問になっていなかった。このため、設

問内容の見直しと回答率を高めるため

の方策について検討し、新たな満足度

調査を実施した。その結果、令和４年

度卒業生からの回答率は９６．７％に

上昇したほか、本学の教育サービス全

般について「満足」「どちらかといえ

ば満足」と答えた学生は９３．１％で

あった。 

信頼度の高いデータによって学生の不

満足領域を抽出することができ、改

良・改善項目を定めて学生満足度の向

上に向けた分析を行う十分なデータを

得ることができ、結果として学生から

高い満足度を獲得した。 

 

４ 
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中期目標 

研究者の専門性に根差した研究の卓越性を強化し、地域や企業、行政機関等と幅広く連携・協働した課題解決型実践的研究を推進するとともに、多様な視

点から研究を発展させ新たな価値を創出する。 

また、適正な研究評価体制を構築し、研究水準の向上を図る。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

20 

研究力強化のために、令和４年度中

に研究推進室を立ち上げるとともに

大学リサーチ・アドミニストレータ

ー （ University Research 

Administrator：URA)を配置し、研

究力活性化のための分析、研究推

進、研究進捗管理、研究支援及び産

学連携などの利活用等を図る。ま

た、ＵＲＡを中心に研究シーズ発表

会やアカデミックデイを開催し、学

内外での共同プロジェクト研究の推

進や次世代研究者の育成を図る。 

研究・産学連携推進機構を４月に設置

し、研究推進と産学連携に関わる方針

を９月までに決定する。上記機構のも

と研究推進室を４月に設置し、上記の

方針に従って、研究に関わる情報収集

と解析、全学レベルの研究力強化戦略

の作成、研究プロジェクトの立案、外

部資金の獲得戦略の作成、次世代研究

者の育成戦略の作成等を地域・産学連

携推進室との連携のもとで行う。また

学部に研究推進委員会を４月に設置

し、研究・産学連携推進機構の方針な

らびに研究推進室の戦略や提案のもと

に、学部レベルの研究推進を実施す

る。これらの運営、推進にあたって

は、ＵＲＡを可及的早期に公募し、研

究推進室に配置、上記の研究推進室の

運営を主導する。 

 

研究・地域産学連携機構会議を６月に

実施し、令和４年度方針を決定した。

方針に基づき、ＵＲＡの採用を行っ

た。 

ＵＲＡを中心に、学内の研究の活発

化、また産学連携への意識の醸成を目

的に、企業マッチング会、学内頭脳ミ

ーティング、学内シーズ研究会を実施

した。これらの取り組みのほか、学内

シーズを産業界と結びつけるべく、産

学マッチング交流会を開催した。 

また各学科、専攻においても研究成果

の指標の作成を依頼し、研究推進への

意識の醸成を図った。 

３ 

 

 

21 

地域連携による課題解決型実践的研

究の活性化のために、既設の「産学

連携周南創生コンソーシアム（以

下、周南創生コンソーシアム）」や

共同研究講座ならびにスポーツサポ

ートセンターや、令和４年度開設予

定の地域ＡＩ・データサイエンス教

育研究センター、さらには令和６年

度に設置予定の地域看護教育研究セ

ンターなどを活用して、地域の企業

や行政機関等と幅広く連携・協働

し、地域の活性化のための研究を推

進する。 

各学部学科の設置するセンターにおい

て教員の専門性を融合し、地域課題を

解決に結びつける。地域課題の収集は

周南創生コンソーシアムを中心に行

い、地域課題の解決、地域の振興に寄

与する共同研究講座、または受託研究

を５件程度実施する。 

地域共創センターで、各学科のシーズ

を整理し、シーズ集を作成するととも

に、周南創生コンソーシアム定例会議

において共有した。今年度は共同研究

講座１件、受託事業３件、共同研究２

件を実施した。  

３ 
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22 

地域に新たな価値を創造するため

に、大学発ベンチャー企業の創出を

試みる。令和４年度に学生を中心と

する起業部を立ち上げる。また、令

和６年度に改組する経済経営学部に

開設する地域ビジネスデザインコー

スの設置時期に合わせて、デザイン

シンキング・システムシンキングの

教材の開発研究を開始する。なお、

令和９年度までに、地域の産官学金

の連携のもとで、起業支援、起業後

支援、ＶＣなどを一体的に整備す

る。 

 

地域共創センターの支援によって起業

部を立ち上げるとともに、起業部に所

属する学生向けのデザインシンキン

グ・システムシンキングのプログラム

を開発し、年度内に試験的に実施す

る。周南創生コンソーシアムを中心に

起業支援、起業後支援の体制を検討す

る。 

地域共創センターの支援により、学生

による起業部を設立し、地域企業との

勉強会を定期的に開催した。また、デ

ザインシンキング・システムシンキン

グプログラムの実践の場として、学生

だけでなく地域企業や市民も参加でき

る「周南リビングラボ」を立ち上げ、

意見を出し合うイベントを定期開催し

た。 

起業、創業などを考える学生への支援

体制構築の準備として、周南市創業支

援等協議会(徳山商工会議所など)が実

施する「しゅうなん創業カレッジ」や

企業を支援するための包括協定を複数

企業と締結した。 

 

３ 

 

 

 

中期目標 
優れた研究力を持つ教員の確保や若手の教員を育成するとともに、研究力を向上させるための環境を整備する。 

また、学部・学科間や他大学をはじめとする外部機関との連携を促進する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

23 

優れた若手研究者、とりわけ女性研

究者や外国人研究者を積極的に採用

し育成するために、令和４年度から

テニュアトラック制を導入する。ま

た、ＵＲＡや地域共創センターの産

学コーディネーターならびに管理運

営部門（事務組織）の連携のもと

で、研究者の研究支援体制を強化す

る。研究費・補助金の適正使用、研

究倫理に関する研究者の意識向上を

目的として、所管部門主催の研修会

等を定期的に開催する。 

優れた若手研究者（ 40歳以下の教

員）、女性研究者（教員）や外国人研

究者（教員）を積極的に採用し育成す

るために、令和４年度４月からテニュ

アトラック制（任期途中においても定

年制への移行や昇進も可能とした周南

公立大学テニュアトラック・任期制

（仮称））を導入する。また、若手研

究者、女性研究者や外国人研究者が総

教員に占めるそれぞれの構成比率を含

めた人事計画を年度内に策定する。Ｕ

ＲＡや地域共創センターの産学コーデ

ィネーターならびに管理運営部門の連

携のもとで、研究者の研究支援体制を

上半期中に構築する。この研究支援体

任期途中においても定年制への移行等

を可能とする本学独自のテニュアトラ

ックを適用することとして教員採用を

行った。採用にあたっては、優れた若

手研究者、女性研究者、外国人研究者

を積極的に採用するため、同条件であ

ればそれらの研究者の採用を優先する

こととした。新学部学科の完成年度に

おける総専任教員数（１０３名）に占

めるそれぞれの構成比率は、約１

０％、約３８％、約３％となる予定で

ある。 

研究支援体制の構築については、ＵＲ

Ａや研究推進室を中心に科研費採択率

向上を目的とした科研費学内採択申請

３ 
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制のもと、研究倫理に関する研究者の

意識向上を目的とした研修会を９月に

開催する。 

 

書閲覧システムを構築し、運用を開始

した。また、企業課題に関する情報と

学内研究シーズの相互理解のため、企

業マッチング会、学内シーズ研究会及

び産学マッチング交流会を開催した。 

研究倫理に関する研究者の意識向上を

目的とした研修会を実施しており、受

講率は１００％であった。 

 

24 

教員や学生をはじめとする利用者の

ニーズ調査や施設・設備の利用状況

等を踏まえた整備を、研究推進室の

もとで計画的に進める。また、研究

施設・設備を含めた学内施設・設備

は学内外で共同利用を推進する。 

研究に関わる施設・設備に関する利用

状況調査や教員や学生をはじめとする

利用者のニーズ調査を研究推進室のも

とで上半期中に行い、調査結果やアン

ケート調査を踏まえて、研究施設設備

の整備計画を研究推進室のもとで下半

期中に立案する。学内、学外との共同

研究の促進を念頭に、研究施設・設備

の学内外で共同利用を推進する 。 

 

９月に本学教員に対して研究施設等利

用状況調査・利用者ニーズ調査を実施

し、研究推進室で、その結果及び要望

を取りまとめた。 

また、新学部学科で必要な教育研究設

備を検討し、導入に向けた準備を進め

た。 

学内外との共同研究及び競争的資金の

獲得を目指すとともに、研究施設・設

備の充実と共同利用を推進するため、

学内シーズマッチング会（２月）、産

学マッチング交流会（３月）を開催し

た。学内教員同士の情報共有だけでな

く、企業や行政等、学外者にも教員と

そのシーズを周知し、研究施設・設備

の共同利用を推進した。 

 

３ 

 

 

25 

研究活動の活性化のために、図書館

機能を充実させる。令和４年度中に

学術情報基盤強化方針を策定する。 

研究・産学連携推進機構の研究推進に

係る方針のもとで、研究推進室と図書

館運営会議を中心に、研究活動の活性

化のための図書館機能の見直しを行

い、令和４年度中に学術情報基盤強化

計画を策定する。 

 

研究推進室と図書館運営会議を中心

に、研究活動の活性化のための図書館

機能の見直しの具体的な議論を実施

し、令和５年度の学術情報基盤強化方

針・計画を策定した。特に令和５年度

に導入する電子ジャーナル・データベ

ースについては、新学部学科の図書等

の整備計画、予算の状況等を踏まえて

策定した。 

 

３ 

 

 

26 

大学リーグやまぐちを中心に山口県

における高等教育機関との教育研究

連携や地域貢献推進はもとより、国

内外の大学をはじめとする教育研究

機関との連携を積極的に進め、教員

大学リーグやまぐちを活用した県内高

等教育機関との教育、研究及び地域貢

献等に関する研究会、セミナーの開

催、教職員の研修を通じ 教育研究機関

連携を進める。また、総合教育などの

大学リーグやまぐちが実施するＦＤ・

ＳＤセミナーの案内を積極的に発信

し、教職員の研修会への参加を促し

た。教職協働による業務改善ＦＤ・Ｓ

Ｄに、管理部門職員が複数回参加し、

３ 
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や学生の交流を通した教育研究のプ

ラットフォーム化ならびにグローバ

ル化を推進する。 

教育のプラットフォーム化、研究シー

ズの共有化を検討する。 

 

今後の業務改善につなげるとともに、

これらの研修を通じて、教育機関連携

を進めた。 

研究シーズの共有化については、本学

の研究シーズ集を発行し、大学リーグ

やまぐちの産学連携コーディネーター

を通じて、県内高等教育機関と共有し

た。 

教育のプラットフォーム化について

は、大学リーグやまぐちにおいて、デ

ータサイエンス教育共通教材の作成を

進めるとともに、ＰＢＬの実践につい

て継続して検討した。 

 

 

Ⅱ 地域社会との連携・共創、地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 

中期目標 

地域における「知の拠点」として、大学が有する知的、人的、物的資源を活用し、地域の政策課題解決に向けたシンクタンク機能を充実するとともに、地

域共創センターを中心として産業界や地域社会の抱える課題の解決や新たな価値を創出するための共創パートナーとしての機能を充実する。 

また、社会人をはじめとした幅広い世代がリカレント教育や生涯を通じた学びを行うことができる環境を整備する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

27 

自治体へのシンクタンク機能を発揮

するために、周南市を中心に山口県

東部の自治体との連携協定を締結

し、連絡協議会を毎年開催する。連

絡協議会で提示された政策課題に対

して、大学が有する知的、人的、物

的資源を活用してニーズオリエンテ

ィドな解決を図る。 

周南市を中心とした山口県東部地域の

地域課題の解決に取り組めるよう、東

部地域の自治体との連携協定のあり方

について、地域・産学連携推進室を窓

口として各自治体と上半期中に協議を

行い、下半期に方向性を示す。また、

これらの協議をもとに、山口県東部地

域からニーズの収集方法についても、

地域・産学連携コーディネーターを中

心に下半期にプランを策定することに

より、ＵＲＡを中心に学内リソースと

のマッチングの拡大、大学間連携によ

る地域課題の解決につなげる 。 

 

山口県東部地域の地域課題解決に向け

た自治体との連携促進については、下

松市、光市とは連携協定を締結し、地

域ＤＸ教育研究センターのシンポジウ

ムなどを行った。また、柳井市、岩国

市、田布施町、平生町とは、令和５年

度からの連携について打診するととも

に、研究シーズ集を活用し、本学シー

ズの周知を図った。 

なお、地域・産学連携コーディネータ

ーを中心に連携体制の構築を、ＵＲＡ

を中心に学内リソースの整理を進め

た。 

３ 
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28 

地域振興や産業振興のために、地域

共創センターと周南創生コンソーシ

アムを中心とした産業界や地域社会

との連携を強化・拡充する。そのた

めに、地域共創センターと周南創生

コンソーシアムとの実務者会議を毎

月開催するとともに、代表者会議を

年度はじめに開催し前年度の実績確

認と当該年度の連携方針や事項の決

定を行う。なお、周南創生コンソー

シアムの構成メンバーについては、

令和４年度から近隣の商工会議所や

コンビナート企業群などへの参画を

呼びかけ、より広域で多様な連携を

構築する。 

自治体、コンビナート群が参加できる

組織体としての周南創生コンソーシア

ムを提案する。 

さらに、周南市を中心とした山口県東

部地域の商工会議所などそれぞれの地

域の産業界の中心となっている組織、

機関にも参加を呼びかけ、山口県東部

地域の地域課題に取り組める体制づく

りに取り組む。 

山口県東部地域における地域課題に対

して、本学シーズの活用を拡大するた

め、周南創生コンソーシアムへの周南

市の参画を提案し、承諾されるととも

に、コンビナート企業についても、製

造業界の経営者に向けた「製造業のＤ

Ｘ推進セミナー」を２月に実施するな

ど、連携を深めた。 ３ 

 

 

29 

周南圏域に暮らす幅広い年代層の住

民や在留外国人などすべての人が、

学び続けられるリカレント教育体制

を構築するために、既存のエクステ

ンション事業を見直し、新たな教養

講座や資格取得を目指した講座を開

設する。これらの講座開設に当たっ

ては、本学の有する教育研究資源を

活用し、地域の要請に即したエクス

テンション事業を実施する。 

地域共創センターにおいて、既存の講

座の整理と、統合を行うとともに、学

内教員のリソースの活用を推進する。

すでに実施しているオープンキャンパ

スでの模擬講義などで評価の高かった

講義内容などを候補とし、エクステン

ション講座としての開講を依頼する。

また、地域の人材循環に寄与するリカ

レント教育講座についても、社会ニー

ズに応じた資格取得講座の導入を進め

る。 

また、ＵＲＡを中心に学内教員のもつ

リカレント教育のための潜在的なリソ

ースを引き出す。 

 

既存の講座の整理、統合を行った。 

学内リソースを活用した地域貢献とし

て、エクステンション講座では、新た

に本学留学生による韓国語講座、中国

語講座を無料体験講座として開講し

た。また、リカレント教育の推進のた

め、学内教員による講座を９講座開講

するとともに、資格取得講座として、

今年度、新たに日本語教員養成講座を

開講した。 

今後のリカレント、リスキリング事業

の推進を目的に各分野のリソースの収

集を行った。また、ＵＲＡが中心とな

り、情報分野、福祉分野の融合による

リカレント、リスキリング講座の開講

について検討した。 

３ 

 

 

30 

デジタルトランスフォーメーション

に関するプログラムを中心に、地域

の社会人層のキャリアアップを目的

とした履修証明プログラムを開設・

提供する。年度ごとにプログラムを

充実させるとともに、受講生の意見

をもとに見直しを行う 

令和４年度よりデジタルトランスフォ

ーメーションに関する履修証明プログ

ラムを開始するとともに、受講生から

のプログラムへの評価、また、修了生

の追跡調査を実施し、プログラムの改

善につなげる。令和７年度より年間８

件以上の履修証明プログラムを開始で

きるよう、産業界からの意見を参考に

地域・産学連携推進室での検討を始め

る。 

履修証明プログラムとして、ＩＴデー

タリテラシー入門講座を開講したが、

受講生が集まらなかったことから、今

後の改善につなげるため、企業等から

意見聴取を行った。 

また新たなプログラム開発につなげる

ニーズの収集やシーズの周知について

も、周南創生コンソーシアムなどで意

見聴取を行い、検討を進めた。 

 

３ 
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中期目標 
地域社会の持続的発展に貢献するため、周南創生コンソーシアムを中心に産学官連携を深め、地域に必要とされる人材の輩出と定着につながる教育を行う。 

また、共同研究や受託研究を促進し、地域における産業振興と新産業の創出を図る。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

２ 産業界との連携に関する目標を達成するための措置 

31 

地域共創型インターンシップや地域

ゼミ、地域課題解決型専門ゼミなど

ＣＢＬを地域密着型大学として強

化・拡充する。ＣＢＬの実施にあた

っては、周南創生コンソーシアムに

おける連携をベースとして検討す

る。また、地域の企業の求める人材

に関するアンケート結果を参考にし

て新設や改編を検討した学部・学

科・コースにおける教育を確実に実

施する。新学部・学科・コースにお

ける教育プログラムの開始は令和６

年度からの予定だが、それまでの２

年間においても積極的な教育改革を

進め、新体制の教育プログラムを可

能な限り、先行して導入する。 

 

地域課題の解決に結びつく、地域ゼ

ミ、ＰＢＬを実施していくために、ま

ず成果発表のあり方を見直す。また、

これまでの地域ゼミ、ＰＢＬ型専門ゼ

ミのテーマをコンソーシアムと共有

し、ニーズオリエンティドなプログラ

ムを検討し、新学部学科体制に先行し

て、領域横断型の地域ゼミを令和５年

度より試行的に開始する。 

地域課題の解決を目指したＰＢＬの認

知度向上に向け、ホームページで公開

している地域ゼミ特設ページをコンソ

ーシアム参画団体にも紹介するととも

に、オープンキャンパスや大学祭など

を活用し、ポスター展示を実施するな

ど、成果発表のあり方を見直した。 

ニーズオリエンティドなプログラムの

実施に向け、新たに寄せられた連携希

望リストを作成した。このリストをも

とに、令和５年度に開講する地域ゼミ

のうち９講座のマッチングが実現し

た。 

３ 

 

 

32 

地域への人材の輩出と定着のため地

域企業等の協力のもとに、社会・地

域のニーズ・課題を毎年度調査し、

地域ゼミ、ＰＢＬ型専門ゼミなどの

教育プログラムに反映する。また、

インターンシッププログラムの継続

的な改善を図るため、学生による報

告会、連携・協力企業から意見聴取

の機会を、毎年度設け、新学部学科

の開設に合わせて導入予定のクオー

ター制を活用して、有償型インター

ンシップを含めた長期インターンシ

ッププログラムを開拓し、学生が地

域の企業の魅力を知る機会を増や

す。 

地域活性化を推し進められる人材ニー

ズを調査し、総合教育センターと連携

の上、教育プログラムに反映する。ま

た、インターンシップではプログラム

の報告会などを活用し、検証と改善に

努める。 

また、次年度以降に開始予定のクオー

ター制を活用した有償型インターンシ

ップなどを開発する。 

地域活性化を進めることができる人材

ニーズの調査として、インターンシッ

プ受け入れ企業を中心に行った聞き取

り調査及び本学卒業生がこれまでに就

職した企業に対するアンケート調査を

実施した。調査結果は、関係教職員に

共有し、改善すべき点等について関係

者で協議を行い、インターンシッププ

ログラムの改善などに活用した。 

また、クオーター制を活用した有償型

インターンシップについても、パート

ナー企業に対して依頼を行い、内諾を

得た。 

３ 
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33 

周南創生コンソーシアムや大学リー

グやまぐちのリソースを活用し、地

域のニーズと大学の研究シーズとの

マッチングを行う。 

周南創生コンソーシアム、大学リーグ

やまぐちを活用し、地域の課題を収集

する。これらの課題に対して、ＵＲＡ

を中心に学内リソースとのマッチング

を進める。これにより年間５件の受け

入れを目標とする。 

 

地域共創センターで、各学科の研究シ

ーズを整理し、研究シーズ集を作成す

るとともに、周南創生コンソーシアム

定例会議において共有した。ＵＲＡを

中心に学内リソースとのマッチングを

進め、今年度は共同研究講座１件、受

託事業３件、共同研究２件を実施し

た。 

 

３ 

 

 

 

中期目標 
高大連携に加えて、高等教育機関、総合支援学校、小中学校等と幅広く連携することで、地域の教育水準の向上や社会課題への理解と解決を進める。 

また、さまざまな連携を通して地域からの入学者の増加を図り、地域人材循環構造の構築につなげる。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

３ 教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 

34 

地域全体の教育水準の向上のため

に、大学の有する教育・研究資源を

活用し、地域の小中高等学校や総合

支援学校、高等教育機関などと連携

できる体制を構築する。この体制を

活用することで、授業づくりのサポ

ートや現場教職員との合同研修を実

施し、地域の教育水準の向上につな

げる。特に今後必要となるＳＤＧ

ｓ、データサイエンス、金融教育、

スポーツによる健康づくりなどの分

野における研修会を開催する。連携

の成果をホームページなどで積極的

に発信し、地域内連携を拡充する。 

高大連携、小中学校とのこれまでの連

携を包括し、周南圏域全体での教育連

携を推進する体制を作るために上半期

中に各機関と調整し、下半期中の連携

内容を策定する。地域全体での人材育

成意識の共有を図るシンポジウムを下

半期に開催し、包括的な連携の道筋を

模索する。並行して産官学金から意見

を求め、ＳＤＧｓ、データサイエン

ス、金融教育、スポーツによる健康作

りなどについての教職員のための合同

研修会を開始し、児童生徒学生のため

の連携教育の開発へとつなげる。 

 

地域の魅力発信や地域への帰属意識の

醸成、さらには地域の教育機関への進

学と地域への定着を促進するため、周

南圏域の高等学校を含む包括的な協定

締結の実現に向け、早期のキャリア形

成や各教育機関における課題の共有・

補完、高大接続入試の開発などを目的

とした教育コンソーシアムの設立準備

を進めた。 

また、地域の教育機関と協議し、教

職員と教育関係者、学生が参加する教

育シンポジウムを開催した。このシン

ポジウムでは、教育におけるＩＣＴの

活用、部活動、教育における地域連携

などについてのパネルディスカッショ

ンを行った。 

さらに、地域におけるＳＤＧｓ実現な

どを目指し、本学学生ＳＤＧｓアンバ

サダーが中心となり、地域の教育関係

者、地域企業、大学教職員が参加する

手話研修会などを実施した。また今後

の教育に必要なＤＸ推進についても地

域ＤＸ教育研究センターが県内の高校

３ 
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生、教育関係者向けにセミナーを実施

するなど、連携教育の開発へとつなげ

た。 

 

35 

徳山工業高等専門学校、周南総合支

援学校との連携を軸に、地域の教育

機関、研究機関との包括的な連携を

通して地域のＳＤＧｓの推進など社

会課題の解決を進め、地域の共生社

会の実現に向けた活動を行う。 

連携関係にある徳山工業高等専門学

校、周南総合支援学校のリソースと本

学のリソースを活用し、周南圏域のＷ

ell-beingを実現すべく活動を行う。ま

ず令和４年度は、山口県で制定された

「山口県手話言語条例」で目指される

社会の実現に貢献する。それととも

に、ＳＤＧｓ推進に向けた教育を中心

に山口県東部地域における連携を深

め、合同研修などを実施することによ

り地域教育の質の向上に図る。また、

多様な市民が安心して暮らせるよう、

地域との協働による有事に向けた避難

訓練などを実施する。 

 

地域のＷell-beingの実現に向け、徳山

工業高等専門学校、周南総合支援学校

との３者連携による地域のデジタルデ

バイド解消への取組や、周南市と連携

した手話勉強会の開催などを実施し

た。 

また、市民が安心して暮らせる地域を

目指し、周南市と市民総合防災訓練を

本学で実施し、高齢者施設見守りボラ

ンティアも実施した。 

 

３ 

 

 

36 

日本国内での先進的かつ多様な教

育・研究体験を提供するために、令

和６年度までに国内大学と連携し、

ジョイントプログラムの提携を令和

６年度までに構築し、活用する。ま

た首都圏や近隣大都市圏の大学生と

ともに周南圏域で学ぶことで、周南

圏域の関係人口の増加につなげる。 

学生に多様な教育・研究を提供し続け

るため、首都圏、大都市圏との連携を

構築する。この連携をもとに首都圏、

大都市圏でのプログラムを総合教育セ

ンターを中心に令和４年度に開発し、

令和５年度から予定しているクオータ

ー制を活用し、運用できる準備を行

う。 

 

学生に多様な教育・研究を提供するた

め、首都圏、大都市圏の大学との連携

を進めた。 

また、連携プログラムの開発について

は、令和６年度から実施予定のクオー

ター制の活用も含め、正課外のプロジ

ェクトとしての実施準備を行った。 

３ 

 

 

37 

地域の人材循環に貢献すべく高大連

携・高大接続を推進し、令和９年度

には定員の30％以上を目標に地域

（周南圏域）から受け入れる。その

ために、令和４年度に地域の高校と

ともに高大接続入試を開発し、早期

の運用を目指す。 

令和４年度中に、地域の高校と協定等

を結び、情報の教員を中心に高大連携

を推し進める。上半期中に協定を結

び、下半期には次年度入試においての

地域高大接続入試プログラムを開発す

る。 

 

地域の魅力発信や地域への帰属意識の

醸成、さらには地域の教育機関への進

学と地域への定着を促進するため、周

南圏域の高等学校を含む包括的な協定

締結の実現に向け、早期のキャリア形

成や各教育機関における課題の共有・

補完、高大接続入試の開発などを目的

とした教育コンソーシアムの設立準備

を進めた。 

また、地域高大接続入試については、

高校教員向け講演会や大学先取りサマ

ーキャンパスなどを内容とするプログ

ラムの開発を行った。 

３ 
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中期目標 

地域の企業や行政機関等との連携を図るための地域共創型インターンシップや地域ゼミなどを通した「地域を知り、地域への愛着を育み、地域の発展に貢

献する教育」を全学年を通じて行うことで、卒業生の地域への定着を促進する。 

また、地域での活躍の選択肢を拡大するために、教育を通したアントレプレナーシップの醸成や地域共創センターを介した起業支援などを行う。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

４ 地域への定着に関する目標を達成するための措置 

38 

地域への定着を促進する取り組みと

して、地域共創型インターンシップ

の拡充及び地域ゼミなどを通した周

南圏域の企業や機関と学生との交流

機会を、全学年を通じて拡大する。

これらの対応により周南圏域での就

職率40%を目標に、地域定着を推進

する。 

全学生が学べるインターンシップの受

け入れ企業を開拓する。そして関係強

化のため、令和４年度から、地域での

学生の学び（ＣＢＬ）を共に支えるパ

ートナー企業制度を構築し、ＣＢＬを

共に充実化させていく。これにより、

在学中に学生とパートナー企業の個別

マッチングの機会を設ける体制を整

え、学生と地域企業の関係強化による

地域定着へとつなげる。 

 

インターンシップ受け入れ企業を、前

年度の３２社から６２社に拡大しパー

トナー企業制度を構築した。また、パ

ートナー企業のＰＲ動画を作成し、令

和５年度よりホームページで公開する

こととした。 

また、パートナー企業との個別マッチ

ングの機会として、学内合同企業説明

会を３月に開催した。 

４ 

 

 

39 

アントレプレナーシップの醸成を目

的としたデザインシンキング・シス

テムシンキング育成プログラム（リ

テラシーレベル）を見据えた科目を

令和４年度から総合教育の中に設置

する。また、令和６年度から開設す

る経済経営学部地域ビジネスデザイ

ンコースでは、専門レベルで課題解

決型アントレプレナーシップ教育を

実施する。 

 

アントレプレナーに関するデザインシ

ンキング・システムシンキングの初年

次共通科目の履修を推奨するととも

に、起業するための基礎・知識・技

能・環境等を学ぶ講義をプログラム化

し、令和６年度のカリキュラムに反映

させる。これらのプログラムを生かし

た新学部新学科での学びについても準

備する。 

アントレプレナーに関して学ぶデザイ

ンシンキング・システムシンキングの

授業を、１・２年生向けの総合科目と

して開講した。この授業の発展型とし

て、３・４年生向けの総合科目の授業

も開講し、起業するための基礎・知

識・技能・環境等を学ぶ内容を取り入

れた。 

これら２つの授業で得られた知見は、

起業するための新たなプログラムの創

出及び令和６年度から実施する新学部

学科のカリキュラムにも反映した。 

 

３ 

 

 

40 

学生の起業に対するスタートアップ

支援のために、地域共創センターを

窓口として周南創生コンソーシアム

等と連携したメンター制度、ファン

ディング等の支援体制を整備する。 

地域共創センターが窓口となり、起業

部や学生、教職員が実際に起業を検討

する際、適切な指導、助言ができるよ

う、メンター制度を立ち上げる。ま

た、起業の際の支援として、商工会議

所、地域金融機関などと連携したファ

ンディング等の支援体制を整備し、運

営を開始する。 

起業に関わる学生、教職員への指導、

助言体制として、周南創生コンソーシ

アム、金融機関との連携によるアドバ

イジング体制を構築した。この体制

は、既存の業界別地域キャリアアドバ

イザー制度の一環として位置付けるこ

ととした。 

また、起業の際の支援として、新南陽

３ 
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 商工会議所、金融機関などと連携した

アドバイジングやサポートを実施する

とともに、授業科目においてもアント

レプレナーに関わる科目を開講した。

その結果、受講した学生が２件の起業

を行い、実際の活動をはじめた。 

 

 

中期目標 
地域での活動を通した学びの機会を提供するために、自治体、地域コミュニティ、地域のＮＰＯやボランティア団体などとの連携を図り、学生の主体的な

活動機会を創出し支援する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

５ 地域における学生の活躍の場の創出に関する目標を達成するための措置 

41 

地域共創型インターンシップ、地域

ゼミ、ＰＢＬ型専門ゼミなどで培っ

てきた連携を包括する体制を整備

し、地域と連携した教育の場を拡げ

る。また、教育課程ごとのポリシー

に対応したＣＢＬの体制を構築す

る。 

これまでのＣＢＬにより構築されてき

た連携関係を、地域共創センターにて

一括して把握、調整できる体制を整え

る。その上で、教学マネジメント推進

室と連携し、各学部学科コースなどの

ポリシーに応じた連携先を提案できる

体制を作る。 

 

地域の企業等との協働による学習活動

であるＣＢＬについて、今後のさらな

る推進に向けて、これまでの地域企業

との連携関係を、継続的な就業体験活

動等の受け入れや多岐に渡る産学連携

の実施・検討などを行うことを目的と

したパートナー企業制度として発展的

に整理し直した。 

また、これらの企業情報や連携依頼の

情報について、各学部学科コースから

の構成員が参加する地域・産学連携推

進室会議で情報共有した。 

 

３ 

 

 

42 

令和９年度までに、学内にとどまら

ず、地域コミュニティとともに地域

活性化活動の企画、実施などを自主

的に行える学生団体を設立、その活

動をサポートできる体制を構築す

る。またこれらの活動の促進、教育

効果の向上のために、サービスラー

ニングなどのプログラム化も並行し

て行う。 

地域共創センターが収集した社会貢

献・連携活動の情報を学内掲示板、web

情報などにより提供するとともに、学

務課の支援により、起業部、ボランテ

ィア部などの学生有志とともに、教職

員が地域活性化活動の企画、実施に携

わる。またこれらの活動に学生が自主

的に取り組むことができるよう、地域

活性化活動を推進する学生団体の立ち

上げを検討する。 

 

学生が地域で活動する際は、学務課、

地域共創センターにおいてこれまでに

構築した地域との連携関係を生かし

て、地域と学生をつなげるなどの支援

を行い、活動をサポートした。 

また、地域活性化活動を推進する学生

団体である地域貢献推進委員会を立ち

上げ、地域共創センターに集まる社会

貢献、地域連携活動に関する情報は、

本委員会を通じて学内に周知した。 

 

４ 
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中期目標 
地域の持続的な発展につながるグローカル人材を育成するため、海外の大学や関連機関との連携を進めるとともに、連携を基盤とした優秀な留学生の受入

れと日本人学生の留学を促進する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

６ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

43 

グローバルな視点から地域の持続的

な発展を考えることができるグロー

カル人材を育成するために、海外の

大学や機関との連携協定を締結す

る。令和６年度に導入予定のクオー

ター制を活用して、これらの大学へ

の在学生の留学を拡大する。 

周南公立大学が目指す人材の育成を可

能にする留学プログラムを令和４年度

上半期中に構築し、プログラムの実施

にあたって必要となる連携先を検討す

る。また、海外大学との連携拡大にあ

たっては、周南市の姉妹都市であるオ

ーストラリア、タウンズビル市を所在

地とするジェームズクック大学との連

携推進を皮切りに実施する。学部学科

の新設及び改編の初年度となる令和６

年度の入学生のうち５％程度が在学中

に留学できるよう、希望する学生への

教育支援、経済面での支援体制を総合

教育センター、学務課が協働し、令和

４年度中に構築する。 

 

留学プログラムの構築については、

「周南公立大学学生の派遣留学に関す

る規程」及び「周南公立大学奨学生規

程」を制定し、学生が海外の大学等へ

留学する場合の手続等を定めるととも

に、渡航支援金の一部を給付する海外

留学奨学生制度を創設した。 

プログラムの実施にあたって必要とな

る連携先については、当初予定してい

たジェームズクック大学との交流協定

の締結には至らなかったものの、新た

に本学の目指す留学プログラムの構築

が期待できるインドネシアのガネーシ

ャ教育大学、オーストラリアのサザン

クロス大学、フィリピンのラプラプセ

ブ国際大学などといった複数の大学と

の連携及び派遣留学プログラムについ

て検討した。 

 

３ 

 

 

44 

周南圏域ならびに本学の多様化やグ

ローバル化に資するために、留学生

の受入を促進する。令和９年度まで

に教育プログラムの国際化及び留学

生のリクルーティング強化などを図

り、安定的に確保していく。そのた

めの基盤整備として、留学生と日本

人学生の混住型住居の整備などを検

討する。また、留学生の地域活動へ

の積極的な参加などの日常的な異文

化交流を通して、多様な文化的背景

をもつ学生の受け入れや定着につい

ての理解を促進する。 

地域と連動し留学生の受入れ態勢を整

え生活を安定させるため、国籍、文

理、世代間の枠を越えた混住型学生寮

の設置について検討を開始する。検討

にあたっては、ＰＦＩの活用等、整備

手法の調査により、地域企業等とのコ

ラボレーションを模索し、実現可能性

のある計画を検討する。学内、地域で

異文化交流の機会を増やすため、国際

交流アンバサダー制度を活性化させ、

外国人による弁論大会の見直し、地域

における国際交流活動の一元化と効率

化を図る。 

 

混住型学生寮の設置については、留学

生、学生向けの学生寮を設置している

他大学の事例調査を行い、その結果を

参考に検討を進めた。 

また、国際交流アンバサダーが、周南

市の国際交流に関わる催しに積極的に

参加したり、日韓親善協会や日中友好

協会と連携し、徳山ツリー祭りなど

様々なイベントにも参加するなど、地

域での異文化交流を活発化させた。 

３ 

 

 



- 20 - 
 

45 

優秀な留学生の入学促進のために、

令和３年度に認定されたキャリア支

援プログラム「留学生就職支援促進

プログラム」をブラッシュアップす

るとともに、地域社会において高度

人材として活躍できるキャリアパス

としての魅力を発信する。また卒業

生、在学生をつなぐフォローアップ

体制を確立し、留学生が安心して学

び、卒業できる環境を整備する。 

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）との

連携により、地域における留学生受け

入れ意識を向上させるとともに、地域

における留学生と地域企業のマッチン

グ機会を増やすことにより留学生の地

域定着率の向上を図る。また、留学生

就職支援促進プログラムに、留学生向

け有償インターンシップを検討し、更

なる充実化を図る。これらの取り組み

成果を国内外の日本語学校等へ情報発

信を行い優秀な留学生の入学促進に繋

げる。既卒留学生と在学生のネットワ

ークを構築するため、すでに設定して

いるメーリンググループを活用し、学

務課が中心となり新たに留学生校友会

を、令和４年度８月までに設置する。

立ち上げた留学生校友会を活用し、在

学生との定期的なオンライン交流会な

どを実施し、在学中に必要となる情報

提供をはじめとした在学中の支援を行

う。 

 

留学生の地域定着率の向上を図るた

め、ＪＥＴＲＯが作成した留学生の雇

用メリットに関する動画などを地域の

企業に案内し、留学生の雇用を促進し

た。また、３月に開催した学内企業説

明会にて、留学生と地域企業のマッチ

ングを実施した。 

留学生向け有償インターンシップにつ

いては、受入企業を数社確保し、実施

可能な状況を構築した。 

留学生校友会については、卒業した学

生とのコンタクトが難しいため、在学

中の国際交流アンバサダーを中心に設

置することとした。 

３ 

 

 

 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 

中期目標 

理事長（学長）主導のもと、ガバナンスを強化し、教職員が大学のビジョンやミッションを共有しながら、不断の業務改善や戦略的かつ機能連携の高い組

織体制の構築に取り組む。 

また、理事会等での外部委員の登用、周南市議会や公立大学法人評価委員会からの意見や評価の反映などを積極的に進めるとともに、監事による内部統制

を強化し、透明性と健全性を十分に確保した組織運営を図る。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）業務執行体制の強化に関する目標を達成するための措置 

46 

管理部門組織及びその業務内容、委

員会組織及びそのあり方を毎年見直

し、統廃合や再編整備等により、機

能連携の高い組織とする。 

管理部門組織における業務内容の課題

と必要性は事務局を中心とした実務者

検討会議を設置し、継続的に見直し、

部署間の機能連携を高める。 

委員会組織については副学長を中心に

あり方を毎年見直す。 

各部課長等を構成員とする実務者検討

会議を設置し、毎月開催した。管理部

門組織における業務内容の課題と必要

性について審議し、継続的に見直しを

行うとともに、情報共有により部署間

の機能連携を高めた。 

３ 
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委員会組織については副学長を中心に

在り方を見直し、機能及び構成員が重

複するものについては、効果的かつ効

率的な運営を図るために統合した。 

 

47 

理事会や経営審議会等について、経

営に関する重要事項が適切に審議さ

れる会議運営を行う。また、外部委

員等からの意見や、学外からの期待

や要望を把握するように努め、法人

運営に適切に反映する。 

経営に関して重要性の高い中期計画及

び年度計画に関する事項は理事会や経

営審議会において十分に議論する。ま

た、理事会や経営審議会の審議にて出

された意見や期待、要望を大学運営会

議において具体的な施策として実施す

る。 

第１期中期計画及び令和４年度年度計

画については、４月に開催された理事

会等で十分な議論の後に承認された。

年度計画の進捗状況についても毎回報

告し、議論が行われた。また、理事会

等の審議において出された意見や期

待、要望については、それらを取りま

とめて必要に応じて運営会議において

議論して具体的な施策に反映した。 

 

３ 

 

 

48 

監事が教育研究や社会貢献の状況お

よび大学のガバナンス体制等につい

ても監査を行う。ＩＲや自己点検・

評価の結果等の情報提供を通じ、監

事の調査支援を行うことにより、監

事監査機能を強化する。また、役員

や幹部教職員に対する内部統制に関

する研修会を定期的に実施し、内部

統制システムの理解と意識向上を図

る。 

ＩＲにて実施した他大学等の比較分析

結果や自己点検結果を上半期に纏め監

事へ情報提供する。また、役員や幹部

教職員に対する内部統制に関する研修

会を下半期に実施する。 

ＩＲにて実施した入試と就職に関する

他大学等の比較分析結果や令和３年度

の自己点検・評価の結果を１１月に監

事へ情報提供した。 

また、役員や幹部教職員を含む全役職

員に対する内部統制に関する研修会を

７月に実施した。 

３ 

 

 

中期目標 
市民や地域の企業・団体等からの意見や提案などが大学運営に反映されるよう、教育研究成果等についてステークホルダーに積極的な情報発信を行うとと

もに、双方向の対話を通じて大学に対する理解と支持を得る。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（２）開かれた大学づくりの推進に関する目標を達成するための措置 

49 

地域に関わる産官学の関係者により

構成される教育研究審議会及び経営

審議会や周南創生コンソーシアムな

どにおいて広く多様な意見を求め、

健全な大学運営を図る。 

 

教育研究審議会及び経営審議会や周南

創生コンソーシアムなどを定期的に開

催し、多様な意見を求め、大学運営会

議にて協議し具体的な施策として実施

する。 

教育研究審議会及び経営審議会並びに

理事会において出された意見は随時取

りまとめ、３会にて意見の共有を図っ

ている。また審議を通して出された意

見は事業決定や規程制定など大学運営

に適切に反映した。 

また、周南創生コンソーシアムにおい

３ 
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ても、インターンシップ等についての

意見交換を行い、事業の推進のための

協力体制を構築している。 

 

50 

地域に向かって教育研究活動を広く

発信するとともに、市民からの意見

を収集できる体制を作る。大学の教

育研究成果等についての認知度を高

めるために、ホームページや広報誌

の内容を常に更新し、市民や地域企

業・団体への情報発信を強化充実す

る。また、卒業生に対して大学への

関心と理解を深めてもらえるよう、

大学の近況を定期的に発信する。 

大学の教育研究活動の周知は、ホーム

ページに加え、ＳＮＳの活用を充実さ

せる。新規情報の発信を週に１回は行

う。また、幅広いステークホルダーを

対象にする広報誌を８月と２月の２回

発行する。地域共創センターの活動内

容の周知と外部からの利用促進のた

め、ホームページの構成と内容の変更

を継続して進める。市民の意見を収集

するための体制構築のため、自治会と

の連携体制の整備を完了し 、相互の意

見、要望の交換を開始する。 

 

大学の教育研究活動の周知について

は、ホームページに加え、Twitterや

Instagramを中心としたＳＮＳによる週

１回以上の情報発信を行うとともに、

広 報 誌 （ SU:CCESS 、 “Shunan 

University:Co-Creative Engine For a 

Sustainable Shunan”）を２回発行し

た。 

地域との連携強化については、ホーム

ページの構成及び内容を変更すること

により活動内容の周知と外部からの利

用促進を図るとともに、自治体との包

括連携協定や地元自治会との防災協定

を締結し、相互の意見・要望の交換を

行う体制を構築した。 

 

３ 

 

 

 

中期目標 
社会の要請や地域の特性、受験生のニーズなどを踏まえ、学部・学科の新設及び改編を含めた適切な教育研究組織体制への見直しを行う。 

また、地域産業界への高度人材の輩出や研究力の強化・高度化を図るため、大学院設置の検討を行う。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

51 

令和２年度に実施した山口県内の高

校生への受容性調査や、周南市内の

事業所等が求める人材に関するアン

ケート調査を踏まえ、令和６年度入

試選抜より現行の経済学部、福祉情

報学部の募集を停止し、経済経営学

部、情報科学部、人間健康科学部の

３学部を新設する。 

経済経営学部、情報科学部、人間健康

科学部の準備室を設置し、設置申請に

必要な計画書の 

作成、教員のリクルート、高校生に対

する受容性調査、就職先等の人材需要

調査を実施し令和４年度３月に文部科

学省へ申請する 。 

 

各学科設置準備室を中心に、認可申請

に必要な、教員の確保、教育理念に基

づく３ポリシーの策定、カリキュラム

の編成、実習施設の確保等を計画的に

進め、令和５年３月１７日付けで、人

間健康科学部及び情報科学部の設置認

可を文部科学省へ申請した。また、令

和５年１月２３日付けで、経済経営学

部の届出申請に係る事前審査書類を文

科省に提出し、同年３月６日付けで設

置を「可」とする結果を受けた。 

改組後の３学部５学科における学生確

３ 
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保の見通しを確認するため、１０月か

ら１２月にかけて「周南公立大学 新設

学部設置構想についてのアンケート調

査 高校生アンケート」を、また、新学

部学科の卒業予定者についての採用ニ

ーズが十分にあることを、客観性を持

って明らかにするため、「周南公立大

学 新設学部設置構想についてのアンケ

ート調査 人材需要アンケート」を実施

した。その結果、新学部学科に対する

高い進学ニーズと人材需要を確認する

ことができた。 

 

52 

地域産業界への高度人材の輩出や研

究力強化の基盤構築と次世代の研究

者育成のために、大学院設置につい

て、新学部学科を設置する令和６年

度当初から検討を開始し、学年進行

と合わせて構想をまとめる。 

 

大学院設置に関しては教学マネジメン

ト機構を中心に、新学部新学科の設置

構想と並行して他大学の調査等を進

め、方向性を年度内に決定する。 

新学部学科に大学院を設置するという

方向性を固め、県内公立大学の大学院

の現状調査を行った。 

３ 

 

 

 

中期目標 

優秀な教職員の計画的な採用や多様な雇用形態の確立とともに、能力や実績等に基づき、透明性が確保された人事評価によって適切な処遇、配置を行い、

人事の適正化を図る。 

また、公立大学の教職員としての自覚、資質や意欲、能力の向上を図るために、学内における定期的なＦＤやＳＤ等各種研修や学外での研修を実施する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

３ 人事の適正化と人材育成に関する目標を達成するための措置 

53 

本学のミッションを達成するための

役割を果たせるよう、職員について

は、経営に必要な能力を備える人材

や専門的な能力を備えた人材の採用

を積極的に行う。教員に関しては裁

量労働制、変形労働時間制、クロス

アポイントメント制度を令和４年度

に導入する。 

本学のミッションを達成するための役

割を果たすための人材や専門的な能力

を備えた人材を確保できるよう、募集

方法等を見直し、適切かつ多様な採用

活動を実施する。 

また、裁量労働制、変形労働時間制お

よびクロスアポイントメント制度を令

和４年度より導入する。 

 

本学のミッションを達成する役割を果

たすための人材や専門的な能力を備え

た人材を確保できるよう、募集にあた

っては求める能力を明示し、教員採用

に関しては優れた若手研究者、女性研

究者、外国人研究者を積極的に採用す

るため、同条件であればそれらの研究

者の採用を優先した。また、裁量労働

制、変形時間労働制及びクロスアポイ

ントメント制度を導入した。 

管理運営部門の職員採用については、

募集にあたっての媒体の活用拡大や多

３ 
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角的な評価等、適切かつ多様な採用活

動を実施した。 

 

54 

適切な処遇と人事配置を行うため

に、教職員の人事評価を令和４年度

から導入し、透明性が確保された人

事評価となるよう点検と見直しを毎

年度行う。 

教育職員について、ＫＰＩの策定と試

行運用により、人事評価制度としての

精度の向上を図る。管理運営部門の職

員については、人事評価制度を検証

し、 令和４年度内に改善する。 

 

教育職員については、大学のビジョン

と中期目標をＫＧＩとし、教員の教

育、研究、社会貢献、大学運営に関す

るＫＰＩを設定し、教員評価を試行し

た。 

管理運営部門の職員については、人事

評価制度を検証し、評価資料のひとつ

である「能力成長シート」に関し、管

理職用、一般職用に加えて若手職員用

（２５歳以下）を新たに作成し、制度

の充実を図った。 

 

３ 

 

 

55 

教職員が地域と大学、地域と世界を

繋げ、地域を活性化させられるよう

な人材として成長できるようにＦ

Ｄ・ＳＤ研修を定期的に実施する。

また、教職員の専門性に即した研

修、資格を支援する制度を作る。 

策定済の今年度研修計画に基づき、オ

ンライン研修も盛り込み 実施する。新

たに発生するＦＤについては、実施方

法、実施時期について申請手順を明確

にし、発生の都度計画に盛り込み、参

加しやすい環境を整える。 

また、教職員の専門性習得の支援に適

格な資格・研修を調査し、制度対応を

年度内に図る。 

 

今年度研修計画に基づきＦＤ・ＳＤ研

修を実施した（実施実績：ＦＤ・ＳＤ

１４回、ＦＤ３回、ＳＤ９回）。その

際、公立大学協会のオンライン研修シ

ステムの活用や、オンライン講師によ

る研修を録画でも配信するなど多様な

手法により行い、公立大学の教職員と

しての意欲・能力の向上、教育内容・

方法等の改善などを図ることができ

た。 

年度中に新たに企画された研修につい

ては、大学リーグやまぐちなど他機関

で行われる研修情報を含め、研修計画

に追加し、教職員へ周知した。また、

録画による配信を進めるなど、参加し

やすい環境を整えた。 

教職員の専門性習得の支援について

は、資格・研修の情報を収集してお

り、どのような制度が適切であるか、

引き続き検討することとした。 

 

３ 
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中期目標 デジタル技術の導入や外部委託の活用などを図り、費用に対する効果を常に意識し、効率的かつ合理的に事務組織の運営を行う。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

56 

事務の効率化、合理化のため、定期

的に事務組織の見直しを行い、費用

対効果を検証したうえで、アウトソ

ーシングの活用を進める。また、令

和９年度までに会議資料のペーパー

レス化を図る。 

事務局を中心とした実務者検討会議に

て協議した結果に基づき、事務の効率

化、合理化についてアウトソーシング

の活用が可能なものを関係部署と費用

対効果を踏まえた協議のうえ、導入を

図る。実施したものについては、効果

の検証報告を該当部署から提出を求

め、効果の上がっていないものについ

ては、協議の上対策を実施する。 

また各会議における資料はペーパーレ

スで実施することを学内にて周知す

る。 

 

事務の効率化、合理化についてアウト

ソーシングの活用を検討した結果、ア

ウトソーシングではなく、学内におけ

る業務システムの改善で対応すること

にした。実務者検討会議でシステム導

入等事務の効率化の現状について情報

収集し、そのデータを基に導入システ

ムを選定した。 

また、会議における資料をペーパーレ

ス化することについては、学内に周知

し、実施した。 

３ 

 

 

57 

デジタル技術の活用による事務の効

率化、省力化を実現し、人的リソー

スを企画力、構想力を必要とする、

より戦略的な業務に配置する事務組

織とする。 

事務局を中心とした実務者検討会議に

て協議した結果に基づいて、事務の効

率化、省力化に資する導入可能なデジ

タル技術を総務部にて調査し、情報教

育支援室と協力して選定作業を開始す

る。 

 

実務者検討会議を通じて情報収集した

学内の業務システム導入状況等に基づ

き、事務の効率化、省力化に資するデ

ジタル技術の導入として、労務管理を

効率的に進めるため、現行の勤怠シス

テムを改善することとし、具体的な導

入候補を選定した。 

 

３ 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 

中期目標 

公的資金を財源とする運営費交付金が市から交付されていることを十分に認識し、安定的な大学運営を行い、中長期的な視点に立って常に経営改革を推進

する。 

また、教育水準の維持向上に配慮しながら、真に必要な業務の精査や業務経費の効率化を図る。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 安定的な経営確保及び経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

58 

令和６年度に新学部新学科の創設と

入学定員増を実施し、安定的な経営

確保のための収入増加を図る。教育

水準の維持向上に配慮しながら、毎

年経費区分毎に人件費比率、教育研

究経費比率、一般管理費比率の分析

を行った上で必要な業務と不要な業

務を洗い出し、業務経費の効率化を

図る。 

 

前年度の決算に基づき、人件費比率、

教育研究費比率、一般管理費比率等の

財務分析を行い、業務経費の効率化を

徹底するよう、課題・問題点を抽出し

上半期中に各部署へ周知する。 

前年度の決算及び令和４年度の財務シ

ュミュレーションに基づき、各比率の

財務分析を行った結果一般管理費比率

の増加傾向がみられた。各部署へより

効率的な予算執行を周知するととも

に、次年度の予算請求においても各部

門責任者からのヒアリングを実施し、

優先する事業の選別や予算額の査定を

行い業務経費の削減を図った。 

３ 

 

 

 

中期目標 
志願者を増加させ入学定員を確保するほか、共同・受託研究収入や各種補助金等の競争的外部資金の獲得、地域内外からの寄附金の増加に向けた戦略的な

取組を推進し、自己財源の充実を図る。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

59 

本学の魅力をホームページ上やＳＮ

Ｓで発信し、定期的な高校訪問及

び、全国各地で説明会を実施する。

また多様な入試形態を設定すること

で、志願者の増加と毎年の入学定員

を満たし、安定した自己収入を得

る。 

ホームページの新大学向けの内容更新

と、構想中の新学部・学科に関する情

報の提供を行い今後の大学の方向性の

認知度を高める。各種ＳＮＳを通じて

新規情報を発信する。 

４月から大学の教育方針と新たな入学

者選抜の理解を促すための高校訪問を

前年度志願者データを基にして実施す

る。また令和４年度上半期中に令和６

年度入試制度に関しても決定し、構想

中の新学部新学科についての情報を周

知する。 

新学部学科について、ホームページ内

に特設ページを設置するとともに、

TwitterやInstagramを中心としたＳＮ

Ｓ や ２ 回 の 広 報 誌 （ SU:CCESS 、

“Shunan University:Co-Creative 

Engine For a Sustainable Shunan”）

の発行、ＪＲ徳山駅のスペースを活用

したＰＲなど、広く情報発信を行っ

た。 

前年度出願データを基に高校訪問など

の募集活動を行い、前年度を上回る志

願者を獲得できた（全体:９．７倍 一

３ 
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 般選抜２０．０倍※全国１位）。 

また、令和６年度入試制度を決定し

た。 

60 

外部資金の獲得に戦略的に取り組

み、令和９年度までに年間外部資金

獲得額3,000万円以上を目指す。 

研究推進室による科学研究費の応募に

係る説明会・研修会の開催などによ

り、教員の科学研究費獲得に対する意

識の醸成を図るとともに、科学研究費

補助金採択率アップに向けて、申請書

類作成についてのアドバイスなどの支

援や実践的なセミナーを開催する。ま

た、科学研究費獲得のための研究計画

調書作成時に、ＵＲＡ支援による申請

書添削を行い、支援する。 

 

科研費申請率及び採択率の向上を目的

として、説明会（参加者：２４名）及

びＵＲＡによる個別ブラッシュアップ

支援（１０名）を実施した。今年度

は、基盤研究（Ｂ)１名、基盤研究

（Ｃ)１３名、挑戦的研究（萌芽）３

名、若手研究３名、研究成果公開促進

費（学術図書）１名、計２１名が申請

し、基盤研究（Ｃ)２名、若手研究３名

が採択となった。科研費収入は、令和

３年度の約1,098万円に対し、令和５年

度は約1,730万円を獲得予定となり、約

５７％増を達成する見込みである。そ

の他、競争的資金への申請の増加を目

指し、１０月から、３３件の競争的資

金に関する情報を全教職員に対して周

知した。 

併せて、次年度に向けた科研費申請支

援制度のひとつとして、科研費学内採

択申請書閲覧システムをＵＲＡの主導

のもと立案し、３月より運用を開始し

た（閲覧可能申請数２０件）。 

 

４ 

 

 

61 

地域産業界への高度人材の輩出と地

域での新たな価値創造の基盤構築を

目的として、大学基金を構築する。

この基金制度を活用し、学生支援等

に役立てる。 

周南公立大学基金を創設し、趣意書の

作成、オンライン寄附の導入等により

広く寄附を募る。 

また、地域共創センターおよび総務部

にて特に周南地域の連携企業を中心と

して対象先を選定し、訪問のうえ募集

活動を実施する。 

 

基金委員会を学内に設置し、学生の修

学支援や特色のある教育・研究活動、

多様な地域連携活動などを通じて、地

域の活性化を図るため、周南公立大学

基金を創設した。 

オンライン寄附「Ｆ-ＲＥＧＩ」を導入

するとともに、アーリーエクスポージ

ャー型インターンシップ受け入れ企業

を中心に募集活動等を展開した結果、

令和４年度は、個人や企業等から４１

件のご賛同をいただき、約2,339万円の

寄附を受け入れることができた。 

基金の更なる充実を目指し、企業等で

構成する基金の応援組織の検討を進め

た。 

３ 
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62 

授業料以外の収入に加え、大学が持

つリソースを地域に提供することに

より、自己収入の増加を図る。具体

的には文化・健康増進等を中心とし

た講座への認知度及び利用頻度を高

めるとともに、社会人層のキャリア

アップを目的とした履修証明プログ

ラムなどの魅力的な事業を毎年度１

プログラム以上開設する。 

情報分野の履修証明プログラムを４月

より開講する。同時に社会に必要とさ

れる技能・知識についてのニーズを地

域共創センター部門内の連携により調

査を行い、次年度以降の履修証明プロ

グラムの設置準備を行う。また今後の

新学部新学科の設置に向けて準備室と

連携の上、新たな履修証明プログラム

の設置を検討する。令和４年度には2期

のエクステンション事業を開講し、１

期ごとに費用対効果を確認する。 

 

情報分野の履修証明プログラム「ＩＴ

リテラシー入門講座」を開講した。ま

たパートナー企業を対象とした聞き取

り調査、地域ＤＸ教育研究センターが

行うセミナー、シンポジウムなどでの

聞き取りによりニーズ調査を行った。 

これらのニーズ調査も踏まえつつ、令

和５年度以降に開講する履修証明プロ

グラムについて、各学科、コースごと

に検討し、準備を進めた。 

エクステンション事業については、前

期に開講したプログラムの費用対効果

を検証し、後期に開講するプログラム

において、プログラムの統合、時間変

更などの改善を進めた。 

３ 

 

 

 

中期目標 安全・安定的な大学運営に資する資産管理を行うとともに、大学の教育研究活動に支障のない範囲で大学施設の開放を行うなど、資産を有効に活用する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

３ 資産の管理及び運用に関する目標を達成するための措置 

63 

教育研究活動が日々安全・安定的に

継続するよう大学施設の定期点検を

実施し、補修箇所の早期把握と実施

等、大学が管理する施設の安全・安

定的な維持を行う。 

大学施設の老朽化調査を優先順位を立

てて段階的に行い、補修個所の早期把

握を図る。 

これにより計画的な施設管理及び整備

を実施する。 

毎月、施設の老朽化の状況を点検し、

把握した補修箇所に危険度等の優先順

位を付した一覧を作成した。これによ

り施設管理を実施するとともに、必要

に応じ速やかに補修を行った。 

３ 

 

 

64 

教育研究活動に支障のない範囲で地

域に開かれた大学として、積極的に

大学施設を開放する。また、土地建

物の有効活用のため利活用状況の調

査点検を毎年度実施する。 

大学施設の利用に関する広報を本学ホ

ームページを始め、周南市との連携に

より実施し、積極的に地域への大学施

設の貸し出しを行う。利活用状況につ

いては、施設毎の用途目的、利用者の

属性等効果的な調査点検を行い、状況

把握による利用の拡大を図る。 

 

大学施設の利用に関する広報を、大学

ホームページ、周南市広報等で行った

結果、利用件数が増加した（利用実績 

Ｒ３：６０件 Ｒ４：７１件）。 

利活用状況を１年分集計し、今後の利

用拡大を図るため、用途目的等により

分析した。 

なお、周南市立図書館（中央図書館他

５館）と連携し、図書館資料の相互利

用を促進し、利用者サービスの向上を

図るため、本学図書館との相互返却サ

ービスを開始した。 

３ 
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Ⅴ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

 

中期目標 
教育研究活動や組織運営についてＰＤＣＡサイクルに基づいた自己点検・評価体制を整備し、定期的に実施するとともに、公立大学法人評価委員会による

評価も踏まえ、継続的に業務の改善に取り組む。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

65 

大学のミッション・ビジョンの実現

に向け、自己点検評価委員会におい

て全学的な方針と手続きを定め、各

部署においては、教育研究・管理業

務の質向上と中期計画達成に向けた

自己点検を毎年実施する。また、中

間評価時に大学の活動を周知するた

めにシンポジウムを開催し、自己点

検評価に関する内容を内外に公開す

る。 

中期計画達成に向けて、毎年各部署が

自己点検を行うための基準を自己点検

評価委員会で定める。 

令和４年度自己点検評価書については

４月より公益財団法人日本高等教育評

価機構の自己点検評価の基準項目ごと

に作成を進め、概要は５月中に纏め

る。６月、７月に委員会で自己点検評

価書の確認を行い、８月下旬の完成を

目標とし、９月上旬にホームページへ

の公表を行う。 

 

自己点検評価委員会を６回開催し、大

学のミッション・ビジョンの実現に向

けた全学的な方針等について協議し

た。第４回委員会においては、自己点

検を行うための基準を日本高等教育評

価機構の基準に沿って行うことを定め

た。 

令和３年度の大学運営に対する自己点

検評価書については８月に完成した。

１０月にＦＤ・ＳＤ研修により教職員

に周知し、１１月にホームページへの

公表、１２月に理事会報告を行った。 

 

３ 

 

 

66 

令和５年度に日本高等教育評価機構

を受審し、それらの結果を分析し、

大学運営に反映する。 

令和５年度公益財団法人日本高等教育

評価機構による認証評価の受審にむけ

て、評価機構へ７月に申請を行い、１

２月に令和５年度の実地調査日の決

定、各種手配の準備を進める。 

学内では、令和５年度自己点検評価書

の作成準備のため、報告書・データ集

は１２月中に集約し、２月中に素案を

まとめ、委員会にて検討確認を行う。 

 

令和５年度認証評価の受審に向けて申

請を行い、令和５年１１月の実地調査

日が決まった。 

自己点検評価書は、自己点検評価委員

会で方向性を確認しながら素案をまと

めた。 
３ 
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中期目標 
大学運営の透明性を確保するため、中期計画や年度計画、財務諸表及び自己点検・評価結果など法令により公表が義務付けられている事項はもとより、教

育研究活動や地域貢献活動などについて、様々な媒体を活用し、積極的かつ速やかな情報公開を行う。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

67 

法令等により公開が義務付けられて

いる情報のみならず、大学運営の透

明性を確保するために、教育研究活

動や地域貢献活動等について、ホー

ムページや各種ＳＮＳ及び大学案内

等の刊行物を通じて積極的に発信を

行う。また、あらゆる大学の情報を

社会に提供するために、令和５年度

より前年度の活動状況をデータブッ

クとして公開する。 

各種情報についてホームページで公開

するが、大学全体としてのサイトに加

え地域貢献活動については地域共創セ

ンターの内容を更新（令和3年度より継

続）、外部からの利便性を高める。ま

た幅広いステークホルダーに情報を発

信する広報誌を令和４年度は２回発行

する。本学の特長、課題等はＩＲを中

心に収集、分析を行い、可視化を行う

手順を下半期開始までに確定、自己点

検担当とも協力し、令和５年度上半期

のデータブック発行の準備を行う。 

 

本学の教育研究活動や地域貢献活動等

の情報提供について、ホームページに

おける地域共創センターの内容更新に

加え、TwitterやInstagramを中心とし

たＳＮＳによる発信及び２回の広報誌

（SU:CCESS、“Shunan University:Co-

Creative Engine For a Sustainable 

Shunan”）の発行を行った。メディア

に対しても積極的な発信を行い、テレ

ビの放映では４７回と、前年度の１３

回から約４倍となった。 

また、次年度におけるデータブックの

発行に向け、入試結果をはじめとした

各種データの収集及び分析を開始し

た。 

 

３ 

 

 

68 

情報発信の多言語化において、ホー

ムページなどによる各種情報を多言

語化して発信する。まずは、英語に

よる発信を令和５年度中に行う。 

上半期中に現時点で掲載に必要な情報

を選択し、翻訳、ページデザインを開

始、下半期中に仮運用を開始する。令

和５年度の正式運用に向けて、構想中

の学部・学科に関する情報の翻訳も行

う。 

 

ホームページにおける多言語化に対応

するためのシステム整備を完了し、英

語ページの仮運用を開始した。また、

新学部学科に関する情報の翻訳ととも

に、次年度以降の正式運用に向けて準

備を整えた。 

３ 
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項を達成するための措置 

 

中期目標 

施設の長寿命化を図るとともに、将来的な施設整備・更新のための総合的な計画を作成し、その進捗を図る。 

また、快適な教育研究環境を保持するため、施設設備について利用状況を把握し、有効活用を図るとともに、省エネルギー化やユニバーサルデザインに配

慮した適切な維持管理を実施する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

１ 施設設備の整備・管理に関する目標を達成するための措置 

69 

学部学科の再編に合わせて、施設整

備にかかるマスタープランを令和６

年度までに策定し、省エネルギー化

に資する設備対策やユニバーサルデ

ザインに配慮した計画的な施設整備

及び維持管理を行う。 

施設整備にかかるマスタープラン作成

に関してＷＧを立ち上げ、年度内に原

案を策定する 。 

施設整備マスタープランの作成に向

け、点検等の施設調査を詳細に実施す

る。 

 

令和３年度より立ち上げた施設整備の

ＷＧ（未来キャンパス構想委員会）に

よりマスタープランの原案を策定し

た。これに基づき、校舎の新築計画で

は太陽光発電設備など、省エネルギー

に資する設備の設置やユニバーサルデ

ザインに配慮した設計とした。 

なお、マスタープランは、国が義務付

ける「インフラ長寿命化計画」の策定

に基づき、令和５年度に本学が策定予

定の「個別施設整備計画」を位置づけ

ており、そのための施設の点検を毎月

実施し準備を進めた。 

 

３ 

 

 

 

中期目標 
関係法令を踏まえ、学内の安全で衛生的な環境を確保するとともに、災害等の緊急時のリスク管理や個人情報の保護などの情報セキュリティ管理を適切に

行う。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

70 

大学において発生又は発生すること

が予想される災害等に関するリスク

マネジメントを適切に行うため、毎

年訓練を実施し、避難所開設・運用

マニュアル等の見直しを行う。ま

た、教職員や学生の安否確認システ

ムをより有効的に機能させるための

見直しを常時行う。 

防火・防災訓練および安否確認訓練の

内容等を改善した上で訓練を実施し、

避難所開設・運用マニュアル等の見直

しを行う。また、防災設備点検及び防

災管理点検に基づく不備箇所の改善を

行う。 

防火・防災訓練及び安否確認訓練は、

学生への周知方法や授業を利用した実

施など、内容を改善し実施した（訓練

実績：７月 安否確認訓練、１１月 総

合訓練・救命救急講習・周南市総合防

災訓練、２月 救命救急講習）。 

避難所開設・運用マニュアルについて

は、周南市及び地元自治会からも情報

３ 
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 を収集し、見直しを検討した。 

防災設備点検及び防災管理点検につい

ては、適正に実施し、使用期限の近い

消火器や老朽化した誘導灯などの不備

箇所を更新し改善した。 

71 

個人情報の不正利用や漏洩が発生す

ることのないよう厳重に管理する。

情報システムを毎年点検し整備する

とともに、教職員や学生に対し定期

的にセキュリティ研修を実施する。

また、情報の毀損リスク管理のため

に、保存重要性の高い学生情報を中

心にバックアップの多重化を図る。 

システム開発委託先との四半期を目途

とする定期的なモニタリングにより、

情報システムの点検を行い、必要なメ

ンテナンスを実施する。 

セキュリティ研修の実施方法及びスケ

ジューリングを検討し、計画を策定す

る。 

保存重要性の高い情報のバックアップ

多重化の検討を開始する。 

 

保守業者による四半期ごとのモニタリ

ング結果により、定期的に開催される

情報システム・セキュリティ委員会に

おいて、メンテナンスの必要性がない

ことを確認した。 

また同委員会において、セキュリティ

研修の実施方法等を検討した結果、１

２月に策定した情報セキュリティポリ

シーに基づき、２月に研修を実施し

た。 

同様に、保存重要性の高い情報のバッ

クアップの多重化についても検討し

た。 

３ 

 

 

 

中期目標 

法令や社会の規範、学内の諸規程の遵守並びに研究費等の適正な管理など、教職員や学生一人ひとりがコンプライアンスに対する意識を高めるとともに、

その啓発活動にも継続的に取り組む。また、人権や多様性が尊重され、持続可能な社会の実現に貢献するため、ダイバーシティ＆インクルージョンやＳＤ

Ｇｓの取組について地域とともに積極的に推進する。 

No 中期計画 年度計画 
法人による自己点検・評価 

（実施状況等） 

評価

区分 

評価委員会による評価 

（特記事項） 

評価

区分 

３ 法令遵守及び社会的責任に関する目標を達成するための措置 

72 

教職員及び学生に法令や社会の規

範、学内の諸規程の遵守、教育研究

倫理及び研究費等の適正な管理のた

めに、コンプライアンス研修を毎年

実施する。 

研究活動の不正防止体制の整備状況に

ついては、不正防止計画に基づく研修

会等を実施する。倫理教育及びコンプ

ライアンス教育は、e-learning教材を

活用した教育を定期的に実施し意識の

向上と浸透を図り、受講者の受講状況

及び理解度について把握する。 

不正を起こさせない組織風土を形成す

ることを目的とし、四半期に一回程度

の啓発活動を実施する。 

 

不正防止計画に基づき研修会を実施し

た。教職員へは、e-learning教材を活

用した倫理教育及びコンプライアンス

研修を行い、対象者の受講率及び理解

度は１００％であることを把握した。

学生へは、授業等を活用して倫理教育

を行った。 

また、不正を起こさせない組織風土を

形成することを目的として、公的研究

費運用マニュアルの策定・周知や、研

究費の適正な執行に関するアンケート

の実施などを行った。 

なお、来年度に向けた研究不正防止計

画も策定した。 

３ 
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73 

周南圏域におけるＳＤＧｓを目指し

た取り組みを、地域の核となり推進

するため、教職員、学生団体が地域

とともに活動を推進する体制を令和

４年度に整える。ダイバーシティ＆

インクルージョンや地域の成長エン

ジンとして推進すべきＳＤＧｓのタ

ーゲットを定め、令和５年度から継

続的に取り組む。 

起業部、ボランティア部などの学生有

志の参画を促し、地域共創センターが

既に参画している地域団体との連携を

さらに強化し、他の地域団体とも連携

協働する体制を構築する。この協働体

制により地域にＳＤＧｓ推進をどのよ

うに図れるのかについて協議する場を

定期的に設け、ＳＤＧｓの１７目標の

うちダイバーシティ＆インクルージョ

ンや地域活性化につながる重点目標の

ターゲットを定め、実施計画を策定し

ていく 。 

 

学生団体である、地域貢献推進委員会

とＳＤＧｓアンバサダー組織を立ち上

げ、学生と地域団体とが連携できる体

制を構築した。今年度は、子ども食堂

への参加、住吉中学校とのＳＤＧｓ勉

強会などを実施しており、これらの活

動の中で、定期的に地域や教職員との

協議、勉強会を行った。 

またＳＤＧｓにおける重点目標とし

て、目標３「すべての人に健康と福祉

を」、目標４「質の高い教育をみんな

に」、目標１７「パートナーシップで

目標を達成しよう」をターゲットとし

て定め、学生団体が中心となり、実施

計画の策定を進めた。 

 

３ 
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Ⅶ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

 

Ⅷ 短期借入金の限度額 

 

中期計画 年度計画 実 績 

 

１ 短期借入金の限度額 

 ２億円 

 

２ 想定される理由 

 運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により

緊急に必要となる対策費として借り入れることが想定さ

れるため。 

 

 

１ 短期借入金の限度額 

 ２億円 

 

２ 想定される理由 

 事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借

り入れることが想定されるため。 

 

 

 

なし 

 

 

Ⅸ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画 

 

中期計画 年度計画 実 績 

 

なし 

 

 

なし 

 

 

なし 

 

 

Ⅹ 剰余金の使途 

 

中期計画 年度計画 実 績 

 

地方独立行政法人法第40条第3項に基づき、剰余金が発生

した場合は、教育研究の質向上並びに組織運営及び施設

設備に係る経費の財源に充てる。 

 

 

地方独立行政法人法第40条第3項に基づき、剰余金が発生

した場合は、教育研究の質向上並びに組織運営及び施設

設備に係る経費の財源に充てる。 

 

 

なし 
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Ⅺ その他、周南市の規則で定める業務運営に関する事項 

 

中期計画 年度計画 実 績 

１ 施設及び設備に関する計画 

 

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予算金額 財 源 

看護学科、スポーツ健

康科学科、情報科学科

設置に係る設備及び図

書の整備 

７７７ 

周南市補助金（運

営費交付金として

措置） 

（注１）施設及び設備の内容、金額については見込みであ

り、中期目標を達成するために必要な施設・設備の整備や老

朽化度合い等を考慮し改修等が追加されることもある。 

 

 

なし 

 

なし 

２ 人事に関する計画 

 

適切な処遇と人事配置を行うために、教職員の人事評価制度

を令和4年度（2022年度）から導入し、透明性が確保された

人事評価制度となるよう点検と見直しを行う。令和6年度

（2024年度）の経済経営学部、情報科学部、人間健康科学部

設置に向けて、優秀な教員を確保するために研究業績、教育

実績を重視した採用を計画的に進め、令和9年度（2027年

度）までに教員数100名とする。職員については、経営に必

要な能力を備える人材や専門的な能力を備えた人材の採用を

積極的に行い、令和9年度（2027年度）までに職員数60名と

する。 

 

 

令和6年度（2024年度）の経済経営学部、情報科学部、

人間健康科学部設置に向けて、優秀な教員を確保するた

めに研究業績、教育実績を重視した採用を計画的に進め

る。職員については、経営に必要な能力を備える人材や

専門的な能力を備えた人材の採用を行う。 

 

人事計画を策定し、これに基づき、新学部学科の教

育研究に必要な専門性や実績を持つ教員を採用し、完

成年度の専任教員数は９８名の予定となっている。 

また、管理運営職員については、専門的な能力を備

えた人材等を確保できるよう、募集にあたっての媒体

の活用拡大や多角的な評価等、適切かつ多様な採用活

動を実施した。 

 

３ 積立金の使途 

 

なし 

 

 

なし 

 

４ その他法人の業務運営に関する必要な事項 

 

なし 

 

 

なし 

 

 


